
　
最
近
思
う

の
で
あ
る
。

科
学
の
進
歩

は
ど
こ
ま
で

続
く
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
人
間

と
共
存
で
き
る
の
か
と
。
共
存

で
き
な
け
れ
ば
人
類
は
破
滅
へ

の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
は

明
白
だ
▼
最
先
端
医
療
、
I
T

関
連
等
現
在
の
生
活
す
べ
て
が

然
り
で
あ
る
。し
か
し
、我
々
は

そ
れ
ら
に
多
大
な
る
恩
恵
を
受

け
て
い
る
か
ら
悩
ま
し
い
。

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
自
分
が
い
る

▼
京
都
の
文
化
を
守
る
た
め

に
、
た
ま
に「
カ
モ
」に
な
り
に

行
く
。
行
く
と
午
前
様
に
な
っ

て
し
ま
う
。
昔
と
違
っ
て
翌
日

と
い
う
か
そ
の
日
の
午
前
中
は

使
い
物
に
な
ら
な
い
時
が
多
い
。

健
康
を
保
つ
た
め
に
は
①
に
運

動
②
に
食
事
③
に
禁
煙
④
最
後

に
薬
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
運
動

は
定
期
に
は
し
て
い
な
い
が
、

極
力
歩
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

禁
煙
は
10
数
年
前
に
病
気
を

患
っ
て
止
め
る
こ
と
が
で
き
た

（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
は
喫
煙
の
既
往
が

あ
れ
ば
た
と
え
禁
煙
し
て
も
発

症
す
る
可
能
性
が
あ
る
ら
し
い

が
）。問
題
は
食
事
で
あ
る
。
こ

の
ス
ト
レ
ス
過
多
時
代
に
、節

食
、節
酒
は
難
し
い
。最
後
の
薬

に
も
少
々
お
世
話
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。意
思
の
弱
い
自
分

が
い
る
▼
困
難
に
遭
遇
し
た
時

に
大
事
な
こ
と
は
①
情
報
を
集

め
る
②
見
識
者
に
問
う
③
事
の

本
質
を
捉
え
る
④
迅
速
に
方
針

を
決
定
し
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
行

動
を
起
こ
す
⑤
結
果
を
開
示
す

る
こ
と
だ
と
先
輩
が
教
え
て
く

れ
た
。実
際
に
遭
遇
し
た
時
、あ

れ
や
こ
れ
や
決
断
が
鈍
る
。
優

柔
不
断
な
自
分
が
い
る
▼「
考

え
る
葦
」で
あ
る
し「
迷
え
る
子

羊
」で
も
あ
り
、
考
え
過
ぎ
て

疲
れ
る
の
も
人
間
だ
。︵
玲
奈
︶

　
7
月
21
日
の
参
議
院
選
挙
の

結
果
、
自
公
が
過
半
数
を
獲
得

し
た
。
今
後
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参

加
、
原
発
再
稼
働
と
海
外
へ
の

売
り
込
み
、
消
費
税
増
税
を
行

う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
再

起
動
し
た
構
造
改
革
（
新
自
由

主
義
改
革
）
を
行
い
や
す
く
、

加
速
度
を
つ
け
る
た
め
、
憲
法

9
条
を
は
じ
め
改
憲
議
論
の
浮

上
は
必
至
で
あ
る
。

　
こ
の
情
勢
の
な
か
私
た
ち
は
、

国
が
進
め
る
社
会
保
障
制
度
改

革
に
対
抗
し
国
民
皆
保
険
制
度

を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
を
基
に

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議

で
議
論
さ
れ
て
い
る
、「
い
つ
で

も
、ど
こ
で
も
、誰
で
も
」
保
険

真
の
福
祉
国
家
を
目
指
し
て

証
1
枚
で
受
け
ら
れ
る
医
療
か

ら
の
転
換
を
阻
止
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。ま
た
、国
の
姿
勢
を
強
く

批
判
し
、
開
業
医
医
療
の
正
当

な
評
価
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

禁
な
ど
の
規
制
緩
和
が
断
行
さ

れ
る
こ
と
で
、
国
民
皆
保
険
制

度
が
崩
壊
し
、
経
済
的
格
差
が

命
や
健
康
の
格
差
に
な
る
。
こ

の
こ
と
を
断
じ
て
許
す
こ
と
は

島
第
一
原
発
事
故
後
、
い
ま
だ

危
険
な
状
態
が
続
く
な
か
、
安

倍
首
相
は
「
世
界
一
安
全
な
原

子
力
技
術
」
と
し
他
国
と
原
子

力
協
定
の
締
結
や
原
発
輸
出
促

　
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
は
、
薬
価
決
定
の

シ
ス
テ
ム
自
由
化
で
薬
価
が
高

く
な
る
だ
け
で
な
く
、
検
査
・

手
術
費
も
高
騰
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
混
合
診
療
の
解

で
き
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

の
人
た
ち
と
共
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対

運
動
を
強
め
、
そ
の
危
険
性
を

訴
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
原
発
問
題
は
、
東
京
電
力
福

進
等
を
図
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
協
会
は
抗
議
文
を
送
付
。

そ
の
姿
勢
を
非
難
し
た
。
ま

た
、
9
月
の
定
期
検
査
で
大
飯

原
発
の
運
転
が
停
止
さ
れ
、

「
原
発
ゼ
ロ
」
の
状
態
に
な

る
。
こ
れ
に
向
け
「
原
発
ゼ

ロ
」
の
運
動
を
進
め
た
い
。
さ

ら
に
は
、
昨
年
6
月
に
「
原
発

事
故
子
ど
も
・
被
災
者
支
援

法
」
が
可
決
成
立
し
た
が
、
い

ま
だ
支
援
法
に
基
づ
く
基
本
方

針
す
ら
策
定
さ
れ
て
い
な
い
。

早
急
に
被
災
者
の
「
健
康
」
に

生
き
る
権
利
を
保
障
す
る
よ
う

国
に
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

　
最
後
に
選
挙
後
、
必
ず
改
憲

問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
自
民

党
改
憲
案
は
、
本
来
憲
法
は
国

民
が
国
を
縛
る
立
憲
主
義
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、

　
副
理
事
長  

渡
邉 

賢
治

  

副
理
事
長
就
任
に
あ
た
っ
て
　
　
　
　

政
策
部
会

　
基
金
は
す
で
に
実
施

　
支
払
基
金
に
お
い
て
は
2
0

1
2
年
3
月
請
求
分
よ
り
、
突

合
点
検
の
名
称
で
実
施
さ
れ
て

お
り
、
同
様
の
突
合
審
査
が
国

保
連
合
会
で
も
始
ま
る
こ
と
と

な
る
。

　
支
払
基
金
で
は
突
合
点
検
に

お
い
て
減
点
対
象
が
あ
る
場

合
、
請
求
翌
月
5
日
ご
ろ
に
医

療
機
関
あ
て
に
突
合
点
検
結
果

連
絡
書
（
兼
処
方
せ
ん
内
容
不

一
致
連
絡
書
）
が
送
付
さ
れ

る
。
処
方
内
容
と
実
際
の
調
剤

の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
調

剤
レ
セ
プ
ト
で
請
求
さ
れ
た
薬

　
協
会
は
京
都
市
が
「
附
属
病

院
廃
止
」
を
明
記
し
た
「
京
都

市
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
行
政
の
基
本
方
針

（
案
）」
を
発
表
し
た
こ
と
を
受

け
、
京
都
市
長
に
対
し
、
廃
止

方
針
撤
回
を
求
め
る
会
員
署
名

に
取
り
組
む
。「
京
都
市
身
体

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
附
属
病
院
を
廃
止
せ

ず
公
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
保
障
を
強
化
す
る
よ
う
求
め

る
要
請
書
」
は
「
京
都
市
身
体

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
拡
充
し
、

剤
の
適
応
病
名
が
医
科
レ
セ
プ

ト
に
な
い
場
合
等
に
は
原
則
減

点
査
定
と
な
り
、
請
求
翌
月
の

1
日
頃
に
増
減
点
・
返
戻

通
知
書
が
送
付
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
同
月
20
日
（
基

本
）
の
支
払
時
に
医
療
機

関
か
ら
減
点
分
を
調
整
す

る
と
い
う
取
り
扱
い
に
な

る
。

　
よ
っ
て
、
保
険
薬
局
の

調
剤
に
誤
り
が
あ
っ
た
場

合
で
も
、
い
っ
た
ん
医
療

機
関
か
ら
減
点
さ
れ
る
の

で
、
突
合
審
査
に
よ
る
減

点
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

減
点
内
容
を
慎
重
に
点
検

し
、
再
審
査
請
求
を
申
し

出
る
必
要
が
あ
る
。
突
合

審
査
で
減
点
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
の
旨
が
増
減
点
・

返
戻
通
知
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
の
で
ご
確
認
い
た

だ
き
た
い
。

た
場
合
は
「
審
査
対
象
外
」
と

な
る
。
ま
た
、
突
合
審
査
で
減

点
さ
れ
る
の
は
原
則
薬
剤
料
の

み
で
、
そ
の
他
の
保
険
薬
局
の

調
剤
点
数
は
減
点
さ
れ
な
い
。

　
疑
問
が
あ
れ
ば

　
協
会
へ
ご
相
談
を

　
上
記
の
相
違
点
に
つ
い
て
ご

理
解
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
各

京
都
市
民
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
保
障
を
一
層
強
化
す
る

こ
と
。
そ
の
た
め
に
も
、
附
属

病
院
廃
止
方
針
は
撤
回
す
る
こ

と
」
を
求
め
て
い
る
。

　
す
で
に
、
フ
ァ
ク
ス
ネ
ッ
ト

請求翌月

審査

10日 1日頃 20 日 （基本）

請求から支払の流れ

請  求  月

受付最終日 増減点・返戻通知書発送 支払

国
が
国
民
を
縛
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
目
的
は
、
新
自
由
主

義
の
理
想
を
現
実
化
す
る
た
め

だ
。
改
憲
の
動
き
を
注
視
し
、

私
た
ち
は
憲
法
の
本
来
あ
る
べ

き
姿
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

　
取
り
組
む
べ
き
問
題
は
山
積

し
て
い
る
。
協
会
は
提
言
し
て

き
た
社
会
保
障
基
本
法
に
力
を

持
た
せ
、
国
民
の
健
康
と
命
を

守
る
真
の
福
祉
国
家
を
目
指
し

運
動
を
推
し
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
会
員
の
先
生
方

の
ご
支
援
、
お
力
添
え
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
リ
ハ
セ
ン
附
属
病
院
廃
止
を
許
さ
な
い
！

が
異
な
る
場
合
は
、
同
月
18
日

ま
で
に
突
合
点
検
結
果
連
絡
書

を
処
方
せ
ん
内
容
不
一
致
連
絡

書
と
し
て
基
金
に
申
し
出
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　
減
点
対
象
に
な
っ
て
い
る
分

も
含
め
て
、
同
月
21
日
頃
に

い
っ
た
ん
請
求
通
り
支
払
わ

れ
、
そ
の
後
の
調
整
は
請
求
翌

々
月
の
21
日
頃
に
行
わ
れ
る
。

　
基
金
と
異
な
る
取
扱
い

　
一
方
、
国
保
連
合
会
の
突
合

審
査
で
は
、
審
査
・
支
払
に
関

す
る
仕
組
み
の
違
い
か
ら
、
こ

　
な
お
、
保
険
薬
局
が
先
発
医

薬
品
と
後
発
医
薬
品
で
適
応
病

名
が
異
な
る
医
薬
品
を
調
剤
し

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
あ
ら

た
め
て
病
名
漏
れ
の
チ
ェ
ッ

ク
等
、
レ
セ
プ
ト
作
成
に
あ

た
っ
て
の
点
検
・
確
認
に
十
分

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。
さ
ら

に
、
減
点
査
定
で
疑
問
が
生
じ

た
場
合
は
、
協
会
に
い
つ
で

も
遠
慮
な
く
ご
連
絡
い
た
だ
き

た
い
。

を
通
じ
て
集
約
さ
れ
た
署
名
は

1
8
6
筆
（
8
月
1
日
現
在
）

に
の
ぼ
る
。
今
号
付
録
に
も
署

名
を
添
付
し
て
い
る
の
で
、
多

く
の
会
員
の
ご
協
力
を
呼
び
掛

け
た
い
。 

︵
関
連
3
面
︶

国保で突合審査始まる
病名漏れなど充分な点検・確認を

　
国
保
連
合
会
の
一
次
審
査
に
お
い
て
、
8
月
請
求
分
（
7

月
診
療
分
）
よ
り
電
子
レ
セ
プ
ト
の
突
合
審
査
が
開
始
さ
れ

る
。
突
合
審
査
と
は
、
医
療
機
関
の
医
科
電
子
レ
セ
プ
ト
と

保
険
薬
局
の
調
剤
電
子
レ
セ
プ
ト
の
突
き
合
わ
せ
を
行
う
審

査
。
調
剤
レ
セ
プ
ト
で
請
求
さ
れ
た
薬
剤
に
つ
い
て
、
医
科

レ
セ
プ
ト
に
適
応
病
名
が
漏
れ
て
い
な
い
か
、
適
応
外
使
用

と
な
っ
て
い
な
い
か
等
を
確
認
し
、
不
備
が
あ
る
場
合
、
薬

剤
料
は
医
療
機
関
か
ら
減
点
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
市
は
10
月
の
方
針
策

定
を
め
ざ
し
、
7
月
24
日
か
ら

「
京
都
市
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
行
政
の
基
本
方
針

（
案
）」
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
て
い
る
。

ぜ
ひ
多
く
の
会
員
よ
り
「
市
リ

ハ
セ
ン
附
属
病
院
の
廃
止
撤
回

を
」
の
声
を
挙
げ
て
い
た
だ
き

た
い
。
募
集
要
項
は
左
記
の
通

り
。

◆
募
集
期
間　
2
0
1
3
年
７

月
2₄
日（
水
）〜
8
月
23
日（
金
）

◆
意
見
募
集
冊
子
の
配
布
場
所

等　
市
役
所
、
各
区
役
所
・
支

所
（
福
祉
事
務
所
、
地
域
力
推

進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
）

等
、
ま
た
は
京
都
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

◆
応
募
方
法　
郵
送
・
フ
ァ
ク

ス
（
0
7
5・2
5
1・2
9
4

0
）・
電
子
メ
ー
ル（s

 
y

 
o

 
g

 
a
 

i
 

@
city.kyoto.jp

）、
ま
た

は
障
害
保
健
福
祉
推
進
室
窓
口

へ
の
持
参

市
が
基
本
方
針（
案
）に
市
民
意
見
を
募
集

会
員
の
積
極
的
な
ご
参
加
を
！

会
員
署
名
に
ご
協
力
を
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主な内容

T
P
P
交
渉
に
日
本
が
参
加�

（
2
面
）

市
リ
ハ
行
政
答
申
に
声
明�

（
3
面
）

審
査
委
員
が
改
選�

（
4
面
）
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70
〜
74
歳
の
負
担
2
割

化
に
6
割
反
対

　
70
〜
74
歳
の
医
療
費
窓
口
負

担
を
1
割
か
ら
2
割
に
引
き
上

げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
57
％

が
「
負
担
抑
え
る
べ
き
」
と

し
、「
負
担
求
め
る
べ
き
」
は

　
超
党
派
の
国
会
議
員
約
1
0

0
人
で
つ
く
る
「
国
会
版
社
会

保
障
国
民
会
議
」
が
7
月
1

日
、
最
終
報
告
を
公
表
し
た
。

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議

の
議
論
が
消
費
税
引
き
上
げ
に

伴
う
財
源
の
適
切
な
使
い
道
に

関
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

批
判
し
、
よ
り
中
長
期
的
・
全

体
的
な
視
点
か
ら
、
我
が
国
の

社
会
保
障
や
財
政
の
あ
り
方
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
と
し
た
。

　
報
告
は
、
改
革
の
3
原
則
と

し
て
、
①
国
民
が
ガ
バ
ナ
ン
ス

で
き
る
、
わ
か
り
や
す
く
簡
素

な
制
度
に
、
②
将
来
世
代
に
も

責
任
を
果
た
せ
る
持
続
可
能
な

制
度
に
、
③
国
民
（
受
益
者
で

あ
り
負
担
者
）
サ
イ
ド
か
ら
の

改
革
が
不
可
欠
―
の
3
点
を
あ

げ
、「
給
付
・
負
担
両
面
に
お

　

私
た
ち
は
、
T
P
P
参
加

が
国
民
皆
保
険
制
度
に
深
刻
な

打
撃
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
の
主
権
に
も
関
わ
る
問

題
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
参

加
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
、
交

渉
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
を
訴
え

る
。

　
医
療
分
野
で
は
、
薬
価
決
定

プ
ロ
セ
ス
に
米
国
製
薬
企
業
を

加
え
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る

と
の
報
道
が
す
で
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
薬
品
や

医
療
機
器
の
価
格
規
制
の
撤

廃
・
緩
和
が
求
め
ら
れ
て
く
る

の
は
明
ら
か
だ
。
現
状
で
も
高

薬
価
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る

が
、
新
薬
の
価
格
が
高
騰
す
る

　
日
本
は
7
月
23
日
か
ら
3
日

間
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
開
か
れ
て

こ
と
に
な
れ
ば
、
患
者
負
担
の

増
加
や
医
療
保
険
財
政
の
圧
迫

に
よ
る
診
療
報
酬
本
体
の
圧
縮

に
つ
な
が
る
。
ま
た
混
合
診
療

の
解
禁
や
営
利
病
院
の
参
入
、

民
間
医
療
保
険
の
販
売
規
制
を

取
り
払
っ
て
の
販
売
拡
大
が
要

求
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
利
益

最
優
先
で
医
療
や
食
の
安
全
な

ど
国
民
の
健
康
に
対
す
る
脅
威

と
も
な
る
。

　
医
療
を
市
場
原
理
に
委
ね
る

ア
メ
リ
カ
型
の
ル
ー
ル
の
押
し

付
け
に
よ
り
、「
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
」
安
心

し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
国
民

皆
保
険
制
度
が
破
壊
さ
れ
、
経

済
的
格
差
が
、
命
や
健
康
の
格

差
に
直
結
し
て
し
ま
う
。
私
た

ち
医
療
に
携
わ
る
者
に
と
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
断
じ
て
許
す

こ
と
が
で
き
な
い
。

ＴＰＰ交渉に日本が正式参加

国民に情報は開示されず!!

交
渉
参
加
に
断
固
反
対

　「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
政
府
対
策
本
部
」へ
の
意
見

　
医
療
に
お
け
る
規
制
は
、
医

療
を
受
け
る
国
民
の
健
康
、
生

命
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
国
内
法
や
規
制
が

I
S
D
条
項
（
投
資
家
・
国

家
紛
争
解
決
）
に
よ
り
改
変
を

迫
ら
れ
る
。
韓
国
で
は
I
S
D

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
恐
れ

て
、
韓
米
F
T
A
発
効
に
あ

わ
せ
て
63
も
の
法
律
や
施
行

令
、
公
示
な
ど
が
改
正
さ
れ

た
。
私
た
ち
が
1
年
前
に
韓
国

医
療
視
察
を
行
っ
た
際
に
「
憲

法
を
も
超
え
る
制
度
」
だ
と
現

地
の
医
師
た
ち
が
懸
念
し
た
と

お
り
の
現
実
が
あ
る
。
一
部
の

多
国
籍
企
業
の
利
益
の
た
め
に

一
国
の
健
康
政
策
が
左
右
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
れ
は
主
権

に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
日

本
と
い
う
国
の
あ
り
方
の
問
題

で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
T
P
P

参
加
に
断
固
反
対
で
あ
る
。

あくまで国の責任において全国
一本化を目指すべきだ

都道府県間の地域格差や過度の
「適正化」を懸念する

都道府県化を積極的に評価する

わからない

わからない

ある程度のアクセス制限や開業
制限は必要

まず必要なのは地域に必要な医
療確保と体制構築

フリーアクセスや自由開業制は
堅持すべき

53.3%

63.3%

50.0%

13.3%

6.7%

43.3%

6.7%

16.7%

負担抑える
べき 56.7%

負担求める
べき 30.0%

わからない 10.0%
その他
3.3%

代議員月例
アンケート�

対
象
者
＝
代
議
員
92
人　
回
答
数
30
（
回
答
率
33
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
3
年
7
月
19
日
〜
26
日

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
の

議
論
に
つ
い
て

　
政
府
の
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
は
、
8
月
上
旬
に

報
告
書
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
べ
く
作
業
を
進
め
て
い
る
。

70
〜
74
歳
の
医
療
費
窓
口
負
担
の
2
割
へ
の
引
き
上
げ
や
市

町
村
国
保
の
都
道
府
県
へ
の
移
管
は
大
筋
で
意
見
が
一
致
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
一
方
、
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
の
制
限
や

所
得
に
応
じ
た
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
増
な
ど
に
つ

い
て
は
引
き
続
き
議
論
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内

容
に
つ
い
て
代
議
員
の
意
見
を
き
い
た
。

30
％
、「
わ
か
ら
な
い
」
10

％
、
と
い
う
結
果
と
な
っ
た

（
図
1
）。

　
70
〜
74
歳
の
医
療
費
窓
口
負

担
は
、
06
年
に
成
立
し
た
医
療

制
度
改
革
関
連
法
で
、
08
年
度

か
ら
2
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
07
年

参
院
選
で
大
敗
し
た
自
公
両
党

が
1
割
に
抑
え
る
特
例
措
置
を

と
り
、
継
続
し
て
い
る
。
ま
し

て
や
物
価
が
上
が
り
、
消
費
税

が
増
税
さ
れ
る
と
き
こ
そ
高
齢

者
の
負
担
は
抑
え
る
べ
き
と
の

声
が
上
回
っ
た
。

国
保
広
域
化
に
不
安
の
声

　
市
町
村
国
保
の
都
道
府
県
化

に
つ
い
て
は
複
数
回
答
で
き
い

た
と
こ
ろ
、「
国
の
責
任
に
お

い
て
全
国
一
本
化
を
目
指
す
べ

き
」
が
53
％
、「
都
道
府
県
間

の
地
域
格
差
や
過
度
の
『
適
正

化
』
を
懸
念
」
が
43
％
、
こ
れ

に
対
し
、「
都
道
府
県
化
を
積

極
的
に
評
価
す
る
」
は
7
％
に

と
ど
ま
っ
た
（
図
2
）。

フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
や

自
由
開
業
制
堅
持
を

　
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
や
自
由
開

業
制
の
見
直
し
が
議
論
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
複
数
回
答

で
き
い
た
と
こ
ろ
、「
フ
リ
ー

ア
ク
セ
ス
や
自
由
開
業
制
は
堅

持
す
べ
き
」
63
％
、「
ま
ず
必

要
な
の
は
地
域
に
必
要
な
医
療

確
保
と
体
制
構
築
」
50
％
と
な

り
、「
あ
る
程
度
の
ア
ク
セ
ス

制
限
や
開
業
制
限
は
必
要
」
は

13
％
で
あ
っ
た
（
図
3
）。

　
国
民
会
議
で
は
、「
必
要
な
と

き
に
適
切
な
医
療
を
適
切
な
場

所
で
最
小
の
費
用
で
受
け
る
」

医
療
に
転
換
す
べ
き
と
し
て
、

か
か
り
つ
け
医
に
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
の
役
割
を
担
わ
せ
る
一
方

で
、
医
療
計
画
に
お
い
て
診
療

給
付
・負
担
で
国
民
に
厳
し
い
選
択
迫
る

国
会
版
社
会
保
障
国
民
会
議
が
提
言

あくまで国の責任において全国
一本化を目指すべきだ

都道府県間の地域格差や過度の
「適正化」を懸念する

都道府県化を積極的に評価する

わからない

わからない

ある程度のアクセス制限や開業
制限は必要

まず必要なのは地域に必要な医
療確保と体制構築

フリーアクセスや自由開業制は
堅持すべき

53.3%
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わからない 10.0%
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3.3%

所
の
開
業
制
限
を

す
る
こ
と
も
視
野

に
い
れ
た
発
言
も

さ
れ
る
な
ど
、
さ

ら
な
る
医
療
機
関

の
集
約
化
、
効
率

化
で
医
師
不
足
や

偏
在
問
題
の
解
決

を
図
ろ
う
と
し
て

い
る
。
こ
う
し
た

方
向
に
は
反
対
と

の
考
え
が
多
数
と

な
っ
た
。

あくまで国の責任において全国
一本化を目指すべきだ

都道府県間の地域格差や過度の
「適正化」を懸念する

都道府県化を積極的に評価する

わからない

わからない

ある程度のアクセス制限や開業
制限は必要

まず必要なのは地域に必要な医
療確保と体制構築

フリーアクセスや自由開業制は
堅持すべき

53.3%

63.3%

50.0%

13.3%

6.7%

43.3%

6.7%

16.7%

負担抑える
べき 56.7%

負担求める
べき 30.0%

わからない 10.0%
その他
3.3%

保団連第31回　　病院 ・ 有床診療所セミナー in熊本
　入院医療をめぐる現状と問題を明らかにし、具体的な対応策を学習・交流する「病院・
有床診セミナー」が、下記の日程で開催されます。ぜひご参加ください。
主　催　全国保険医団体連合会
協　力　熊本県保険医協会
日　時　９月28日（土）18:30～20:25　９月29日（日）10:00～15:30
　　　　　※懇親会参加の場合、28日の終了は22:00となります。
会　場　熊本全日空ホテル ニュースカイ（熊本市）
参加費　両日参加（１人10,000円）、１日のみ参加（１人 6,000円）
　　　　　※同一法人２人目以降は、参加費3,000円引。懇親会参加の場合は別途6,000円。

主な内容

９月28日（土）18:30～20:25（全体会議）
　○基調報告　「入院医療をめぐる情勢と対策」
　　報　　告　中島 幸裕 氏　保団連病院有床診対策部理事
　○記念講演　「中小病院・有床診療所に求められる役割」
　　講　　師　前沢 政次 氏　地域医療教育研究所代表理事、元日本プライマリケア連合学会理事長
　○懇 親 会　「がまだせ中小病院・有床診２ 熊本に来てよかったモン」（20:30～22:00）
　　　　　　　　※懇親会は希望者のみ。

９月29日（日）　10:00～12:00（全体会議）
　○シンポジウム「基幹病院・中小病院・有床診のWin-Win の連携のために」

９月29日（日）　13:00～15:00（分科会）
　○病院分科会　○有床診分科会

て
は
明
か
さ
ず
、
国
民
に
情
報

が
開
示
さ
れ
な
い
問
題
が
明
確

と
な
っ
た
。

　
協
会
は
こ
れ
ま
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参

加
に
一
貫
し
て
反
対
の
立
場
で

取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
政
府
対
策
本
部
の
パ
ブ
コ
メ

募
集
に
も
、
7
月
17
日
に
以
下

の
反
対
意
見
を
提
出
し
た
。

い
て
国
民
に
厳
し
い
選
択
を
迫

ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。

　
医
療
・
介
護
に
つ
い
て
は
、

「
短
期
的
」
と
「
中
期
的
」
に

分
け
て
改
革
案
を
提
示
。
短
期

的
改
革
で
は
、
70
〜
74
歳
の
自

己
負
担
を
現
行
法
に
定
め
る
本

来
水
準
（
2
割
）
に
戻
す
。
介

護
保
険
の
自
己
負
担
に
つ
い
て

施
設
介
護
と
高
所
得
者
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
2

割
に
引
き
上
げ
る
。

　
中
期
的
改
革
で
は
、
①
地
域

包
括
ケ
ア
体
制
の
確
立
（
定
額

の
管
理
料
、
入
り
口
機
能
担
う

総
合
診
療
医
の
確
立
、
看
護
師

等
の
積
極
的
活
用
、
地
域
医
師

会
の
機
能
発
揮
）、
②
全
国
民

へ
の
適
切
な
ア
ク
セ
ス
の
保
障

（
総
合
診
療
医
の
充
実
）、
③
地

域
に
根
ざ
し
た
予
防
・
先
制
医

療
の
充
実
（
診
療
報
酬
に
よ
る

適
切
な
評
価
）、
④
生
涯
保
健

事
業
の
体
系
化
、
⑤
出
来
高
制

に
基
づ
く
報
酬
体
系
の
抜
本
見

直
し
（
過
剰
投
資
の
是
正
、
報

酬
体
系
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
地

域
に
委
ね
る
、
基
礎
的
医
療
と

先
進
的
医
療
の
す
み
分
け
）、

⑥
医
療
計
画
、
介
護
計
画
等
の

ず
れ
の
修
正
、
⑦
保
険
者
機
能

の
再
編
、
見
直
し
（
高
齢
者
医

療
も
含
め
地
域
単
位
に
再
編
、

国
・
広
域
自
治
体
・
基
礎
自
治

体
・
企
業
・
国
民
の
責
任
の
あ

り
方
な
ど
根
本
の
議
論
）
―
を

提
案
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
▽
社
会
保
障
省

へ
の
再
編
、
▽
内
閣
府
に
社
会

保
障
制
度
の
企
画
立
案
担
当
部

局
の
新
設
、
▽
国
会
に
超
党
派

の
協
議
会
設
置
―
を
提
言
し
て

い
る
。

い
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済

連
携
協
定
）
の
第
18
回
交
渉
会

合
に
初
参
加
。
日
本
の
交
渉
団

は
そ
こ
で
初
め
て
こ
れ
ま
で
の

交
渉
内
容
を
記
し
た
1
0
0
0

ペ
ー
ジ
も
の
協
定
案
に
接
し
た

と
さ
れ
る
。
政
府
担
当
者
は

「
秘
密
保
持
契
約
」
を
結
ん
だ

こ
と
を
盾
に
交
渉
内
容
に
つ
い



　
京
都
市
社
会
福
祉
審
議
会

（
委
員
長
・
森
洋
一
京
都
府
医

師
会
長
）
は
、
京
都
市
身
体
障

害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー（
以
下
、
市
リ
ハ
セ
ン
）

の
附
属
病
院
・
補
装
具
製
作
施

設
の
廃
止
方
向
を
盛
り
込
ん
だ

答
申
を
門
川
大
作
京
都
市
長
に

提
出
（
本
紙
第
2
8
6
3
号
既

報
）。
協
会
は
こ
れ
を
受
け
7

月
17
日
、
垣
田
さ
ち
子
理
事
長

の
声
明
を
発
表
し
た
。
声
明

は
、
京
都
市
が
答
申
を
市
方
針

に
せ
ず
、
市
リ
ハ
セ
ン
附
属
病

院
廃
止
に
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
作

業
の
中
止
、
行
き
場
を
な
く
す

患
者
さ
ん
の
受
け
皿
や
附
属
病

院
な
き
後
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
質
の
担
保
に
つ
い
て

の
解
決
策
を
全
市
民
に
明
ら
か

に
せ
よ
と
求
め
た
（
下
記
に
声

明
全
文
）。

　
審
議
会
答
申
を
受
け
た
京
都

市
は
、「
京
都
市
に
お
け
る
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
行
政
の
基
本

方
針
（
案
）」
と
市
民
意
見
募

集
の
開
始
を
京
都
市
会
の
教
育

福
祉
委
員
会
に
24
日
に
報
告
。

報
告
さ
れ
た
方
針
（
案
）
は
、

答
申
で
は
あ
い
ま
い
な
表
現

だ
っ
た
「
附
属
病
院
の
廃
止
」

を
明
記
し
た
。
市
民
意
見
募
集

は
8
月
23
日
（
金
）
を
期
限
に

募
集
さ
れ
る
。

　
協
会
は
、
現
在
協
力
を
訴
え

て
い
る
附
属
病
院
廃
止
方
針
撤

回
を
求
め
る
会
員
署
名
と
共

に
、
今
回
の
意
見
募
集
に
応

え
、
多
く
の
会
員
各
位
が
意
見

表
明
さ
れ
る
こ
と
を
呼
び
か
け

た
い
。
同
時
に
、
他
の
専
門
職

や
市
民
団
体
と
共
に
立
ち
上
げ

た
「
京
都
の
リ
ハ
ビ
リ
を
考
え

る
会
」
と
し
て
の
市
民
署
名
に

も
取
り
組
む
予
定
。

一、 京都市は京都市社会福祉審議会答申（2013年７月９日）を市方針と
せず、京都市身体障害者リハビリテーションセンター附属病院廃止に向
けたあらゆる作業を中止すること

二、 京都市は私たちの指摘し続けている、附属病院廃止に伴い、①行き
場をなくす患者の受け皿を誰が担うのか、②医療機能をなくしてリハビ
リテーションの質をどう担保するのかとの問題に対し、解決策を全市民
の前に示すこと

　2013年７月９日、京都市社会福祉審議会（委員長・森洋一京都府医師
会長）は、「京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方に
ついて〈答申〉」を、門川大作京都市長に提出した。
　私たちは、本答申とりまとめを先導した京都市の意図が、リハビリ
テーション行政の充実ではなく、京都市身体障害者リハビリテーション
センター（以下、市リハセン）附属病院廃止等を通じ、市の公費支出抑
制を図ることにあること。市リハセン附属病院廃止は、市の保健・医療
行政に深刻な後退をもたらすと指摘してきた。
　私たちは、京都市当局と社会福祉審議会委員長が、私たちの数次にわ
たる要請を一切顧みず、今回のとりまとめに至らしめたことに対し、強
く抗議するとともに、医療者としての責任を感じる。
　京都市がリハビリテーション黎明期の1978年に京都市身体障害者リハ
ビリテーションセンターを開設したことは歴史的偉業だった。その後、
徐々にリハビリテーションの必要性・重要性は共有されていったが、
2000年代に入り、介護保険制度と障害者自立支援法の創設、診療報酬上
の日数制限導入等により、リハビリテーション給付の制限・切捨てが行
われるようになった。市リハセンは、こうした事態にあって制度から切
り捨てられた人たちの受け皿となり、必要な医療を保障し、共に職業復
帰・在宅復帰に取り組んできた。その仕事の価値は計りしれない。市リ
ハセンは公的機関として、「民間活力」がなし得ない仕事をやっている
のである。　
　答申は以下２点について、極めて不誠実だ。（１）附属病院を廃止す
れば、今入院している人や、制度の狭間に落ち込む人を誰が受け止める
のか？の問題に対し、解決策がない。もし京都市が、「誰かがやってく
れる」とか、リハビリテーションを受けられるかどうかは「自己責任の
範疇だ」と考えているならば、「棄民」である。（２）答申は、センター
が今後重点を置くべき機能として「総合相談窓口機能」、「地域リハビリ
テーション推進」、「高次脳機能障害者に特化した障害福祉サービス提
供」を打ち出している。これらの機能が医療機能を喪失した市リハセン
に果たせると本気で考えているのか。
　京都市は市リハセン創設の志に立ち返り、公的サービスの意味を捉え
なおしてほしい。社会保障とは公的に保障されるべきであり、自治体は
その責を負い、公的施設はその提供を担う。その常識を踏まえれば、今
答申の不誠実さは明確である。
 2013年７月17日　京都府保険医協会　理事長　垣田 さち子

声　明
リハセン附属病院の廃止を止めよ

市
リ
ハ
行
政
の
答
申
に
対
し
声
明
発
表

リ
ハ
セ
ン
縮
小
は
深
刻
な
後
退

＜12日＞記念講演（14:00～15:00）
 「歌うこと、演じること、そして生きること」
 俳優　倍賞 千恵子 氏
 市民公開シンポジウム「医療と倫理」（15:20～16:50）
＜13日＞分科会（ 9 :00～12:00）
 ポスターセッション（ 9 :00～15:00）
 循環器セミナー（13:00～15:10）
 糖尿病ネットワーク研究会（13:00～16:00）
 医療とＩＴ（13:00～16:00）
 市民公開在宅医療セミナー（13:00～16:00）

参加費  医師　8,000円、コ・メディカル・家族・従業員　500円
主　催 全国保険医団体連合会　　主務地　神奈川県保険医協会

主 

な 

内 

容

と　き 10月12日（土）～13日（日）
ところ 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

地域医療におけるこれからの市民と医療者の連携

第28回 　保団連医療研究集会 in 横浜

第649回社会保険研究会

新規開業医向け 「保険講習会Ａ」 のご案内

開業医向け経営対策セミナー

医院・診療所での接遇マナー研修会（中級）

　総合診療科では、臓器に限定されない様々な訴えを持った患者様を診察させて頂
いております。その中で、非常に教育的であった症例を何例かご紹介させて頂きま
す。症例提示の中で、いろいろとディスカッションをしながら進めていくのが臨床
診断の醍醐味です。皆様の積極的なご参加を期待しております。

〈金森先生からのメッセージ〉

総合診療的症例検討会

協会会員のための企画
お申し込みは協会事務局（☎075‒212‒8877）まで

講　師 洛和会音羽病院　総合診療科　医員　金森 真紀 氏
日　時 ８月24日 （土）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
主　催 京都府保険医協会
 ※参加は無料、事前申込は不要です。
 ※日医生涯教育講座対象の研究会です。

日　時 ８月29日 （木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
内　容 ①保険基礎知識　②レセプト審査
対　象  新規開業前後の医師、従事者の方
 （新規開業の先生でなくても、日常診療整備の目的でご参加下さい）

内　容 ①新規個別指導対策　② 医療法立入検査対策と院内掲示

医師の相続対策はいつやるの？『今でしょ！』
日　時 ９月５日 （木）午後２時～４時30分
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
講　師 税理士法人日本経営　資産税事業部部長　税理士　座間 昭男 氏
協　賛 有限会社アミス

日　時 ９月12日 （木）午後２時～
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容  仕事の進め方・仕事の管理の基本・個人の目標と組織の目標との調和、

患者さんとのコミュニケーションの取り方についてなど、ゲーム形式を
取り入れて体験しながら楽しく学びます

講　師 茂木 治子 氏（元日本航空客室乗務員）
定　員 60人　　協　賛　有限会社アミス

メインテ－マ

申込締切
8月30日（金）

まで

※申込み後にキャンセルする場合はご連絡をお願いします。

新規開業医向け 「保険講習会Ｂ」

＊ 資料準備の都合上、前日
までにお電話にてお申し
込み下さい

隔月で開催しています
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東
日
本
大
震
災
お
よ
び
福
島

第
一
原
発
事
故
を
契
機
に
、
京

都
へ
避
難
し
た
人
を
対
象
に
し

た
「
避
難
者
こ
ど
も
健
康
相
談

会
き
ょ
う
と
」
が
6
月
16
日
、

伏
見
区
役
所
で
開
催
さ
れ
た
。

　
主
催
は
、
放
射
能
測
定
を
独

自
に
行
っ
て
い
る
「
京
都
・
市

民
放
射
能
測
定
所
」
や
福
島
県

か
ら
の
避
難
者
が
中
心
と
な
っ

て
結
成
し
た
実
行
委
員
会
。
京

　
6
月
14
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た「
日
本
再
興
戦
略－

JAPAN 

is BACK－

」
は
、
強
い
経
済

を
取
り
戻
す
た
め
、
必
要
な
経

　
協
会
は
、
政
府
の
原
発
再
稼

働
、輸
出
促
進
の
姿
勢
を
非
難
。

安
倍
晋
三
首
相
に
対
し
、
渡
邉

賢
治
副
理
事
長
名
で
7
月
11
日

に
抗
議
文
を
送
付
し
た
。
さ
ら

に
、被
災
し
た
人
々
の
「
健
康
」

に
生
き
る
権
利
の
保
障
を
求

め
、
根
本
匠
復
興
大
臣
に
対

し
、
7
月
30
日
、
原
発
事
故
子

ど
も
・
被
災
者
支
援
法
に
基
づ

く
基
本
方
針
の
速
や
か
な
策
定

を
求
め
る
要
望
書
を
そ
れ
ぞ
れ

提
出
し
た
。

都
や
大
阪
の
小
児
科
医
の
有
志

ら
が
協
力
し
た
。

　
健
康
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

15
家
族
が
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

健
康
不
安
に
つ
い
て
小
児
科
医

が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
ほ

か
、
受
診
が
必
要
な
場
合
は
適

切
な
医
療
機
関
を
紹
介
し
た
。

協
力
医
は
、
京
都
・
大
阪
を
中

心
に
10
人
。

　
そ
の
ほ
か
、
法
律
相
談
、
教

育
相
談
の
ブ
ー
ス
や
、
く
つ
ろ

い
で
も
ら
う
た
め
の
ア
ロ
マ
ハ

ン
ド
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
も
設
け

た
。

　
午
後
か
ら
行
わ
れ
た
講
演
会

で
は
、
市
民
放
射
能
測
定
所
・

岩
田
渉
理
事
が
、
福
島
県
の
放

射
線
濃
度
の
現
状
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
、
福
島
県
や
関
東
圏
か

ら
避
難
さ
れ
た
方
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
避
難
を
決
意
し
た
背
景

や
、
今
の
生
活
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
た
。

　
ま
た
、
医
療
問
題
研
究
会
の

高
松
勇
氏
（
小
児
科
医
）
が
、

福
島
県
「
県
民
健
康
調
査
」
結

果
に
つ
い
て
講
演
。
2
0
1

2
・
13
年
度
に
計
27
例
も
の

小
児
甲
状
腺
が
ん
が
発
生
し

た
こ
と
を
問
題
視
。
相
対
的

低
線
量
地
域
と
思
わ
れ
て
い

た
地
域
で
の
甲
状
腺
が
ん
の

多
発
は
、
今
後
爆
発
的
に
小

児
の
甲
状
腺
が
ん
が
増
え
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘

し
た
。
ま
た
、
津
田
敏
秀
氏

（
岡
山
大
学
教
授
・
環
境
疫

学
） 

も
、
現
状
は
多
発
（
疾

患
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
）
の

状
況
で
あ
り
、
数
年
後
か
ら

の
さ
ら
な
る
多
発
と
そ
の
際

の
医
療
体
制
の
重
要
性
を
指
摘

し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。

そ
し
て
、
今
後
起
こ
り
得
る
健

康
被
害
に
つ
い
て
、
現
状
の
医

療
提
供
体
制
で
は
対
応
で
き
な

い
た
め
、
特
に
子
ど
も
の
甲
状

腺
が
ん
治
療
の
た
め
の
提
供
体

制
の
早
期
構
築
の
必
要
性
を
訴

え
た
。

　
ま
た
、
苦
渋
の
選
択
で
避
難

し
た
地
で
、
生
活
上
の
困
難
や

さ
ま
ざ
ま
な
不
安
に
立
ち
向

か
っ
て
い
る
参
加
者
を
力
づ
け

た
。

　
そ
し
て
、
今
後
、
さ
ま
ざ
ま

な
疾
病
と
東
電
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
と
の
因
果
関
係

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
自
治
体
と
の
連
携
を

訴
え
た
。

未
来
の
世
代
の
た
め
に
も
、世
界
の
脱
原
発
を

「
健
康
」 に
生
き
る
権
利
の
保
障
を

済
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
成

長
戦
略
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
そ
の
成
長
戦
略
の
一

つ
に
、
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た

原
子
力
発
電
所
の
活
用
を
掲

げ
、
原
発
の
再
稼
働
を
進
め
る

方
針
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

世
界
各
国
に
対
し
て
は
、
原
子

力
分
野
の
受
注
金
額
を
、
2
0

2
0
年
ま
で
に
現
状
の
約
3
0

0
0
億
円
か
ら
2
兆
円
に
拡
大

す
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

　
ま
た
、
一
方
で
、
原
発
事
故

子
ど
も
・
被
災
者
支
援
法
の
成

立
か
ら
1
年
以
上
を
経
て
今
日

に
至
る
ま
で
、
支
援
法
に
基
づ

く
基
本
方
針
す
ら
策
定
さ
れ
て

い
な
い
政
府
の
怠
慢
に
対
し
て

強
く
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
国

民
の
「
健
康
」
を
守
る
医
師
の

団
体
と
し
て
、
被
災
し
た
人
々

の
「
健
康
」
に
生
き
る
権
利
を

保
障
す
べ
く
、
①
直
ち
に
被
災

者
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
の

公
聴
会
等
を
開
催
し
、
速
や
か

に
基
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と

②
生
活
、
雇
用
、
住
宅
問
題
な

ど
も
含
め
、
被
災
し
た
人
々
の

「
健
康
」
に
生
き
る
権
利
を
保

障
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
講
じ
る
こ
と
を
、
根
本
復
興

大
臣
に
対
し
要
望
し
た
。

　
そ
の
戦
略
の
も
と
、
安
倍
首

相
は
「
日
本
は
世
界
一
安
全
な

原
子
力
技
術
」
と
発
言
。
協
会

は
原
発
の
輸
出
を
必
死
に
推
進

し
て
い
る
姿
勢
に
対
し
強
く
抗

議
し
、
東
電
福
島
第
一
原
発
事

故
の
経
験
を
ふ
ま
え
、
全
世
界

に
原
発
の
危
険
性
を
強
く
訴
え

る
こ
と
。
世
界
の
脱
原
発
を

リ
ー
ド
し
、
原
発
に
頼
ら
な
い

平
和
な
社
会
を
築
く
手
本
を
示

す
こ
と
を
求
め
た
。

伏見で健康相談会が開催
原発事故避難者を対象に原

発
政
策
に
Ｎ
Ｏ
！

被
災
者
支
援
の
強
化
を

　
任
期
満
了
に
伴
う
支
払
基

金
・
国
保
連
合
会
両
審
査
委
員

会
の
審
査
委
員
の
委
嘱
が
、
6

月
1
日
付
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ

た
。
委
嘱
さ
れ
た
医
科
の
審
査

委
員
は
表
の
通
り
で
、
基
金
は

86
人
、
国
保
は
80
人
。
な
お
、

6
月
1
日
以
降
、
審
査
委
員
の

変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
7
月
1

日
付
の
審
査
委
員
名
簿
を
掲
載

し
て
い
る
。

　
基
金
の
審
査
委
員
会
委
員
長

は
引
き
続
き
垣
内
孟
氏
（
再
・

内
科
）
が
、
副
委
員
長
に
上
原

春
男
氏
（
再
・
内
科
）
が
選
出

さ
れ
た
。

　
国
保
の
審
査
委
員
会
会
長
は

依
田
純
一
氏
（
新
・
内
科
）

が
、
副
会
長
に
は
木
谷
輝
夫
氏

（
再
・
内
科
）、
坂
部
秀
文
氏

（
新
・
外
科
）
が
選
出
さ
れ
た
。

　
両
審
査
委
員
の
任
期
は
、
い

ず
れ
も
15
年
5
月
31
日
ま
で
の

2
年
間
。

基
金
審
査
委
員
長
に
垣
内
氏

国
保
審
査
会
長
は
依
田
氏

審
査
委
員
が
改
選

抗 

議
要 

望

健
康
相
談
を
行
う
参
加
者

支  

　
払  

　
基  

　
金

専門科 診療担当者代表 保険者代表 学識経験者
内 科 安達　秀樹 林　　英夫 西村　幸隆

北川　　靖 古川　啓三 ○上原　春男
竹田　彬一 田上　哲也 勝目　　紘
久米　典昭 早川　道雄 谷村　仲一
田代　　博 佐藤　克明 ◎垣内　　孟
梶山　靜夫 江村　正仁 大藪　　博
政　孝明 門脇　則光 佐々木義行

若林　正之 三尾　直士 長村　吉朗
林　　理之 ☆西川太一朗 山内　　知
沖　　映希 吉田　憲正 横江　信義
井本　雅美 小林　正夫 山口　恭平
稲掛　英男 吉波　尚美
角水　正道 ☆吉田　　章

精 神 科 清水　達夫
☆東前　隆司

小 児 科 藤田　克寿 木﨑　善郎
☆天満　真二 若園　吉裕

外 科 野見山世司 細川　豊史 高橋　俊三
峯松　壮平 能見伸八郎 鎌野　孝和
水谷　　均 大和　俊夫 福州　　修
濱島　高志 竹中　　温 古家　敬三
山木　垂水 糸井　啓純

池田　　義
矢部　正治
神田　圭一
伊林　範裕

整 形 外 科 鈴木　雅清 日下部虎夫 高田　秀彰
岩田　啓史 小田良之輔
吉岡　慎二 菱本　　修

中嶋　　毅
皮 膚 科 新屋　明美

松木　正人
泌 尿 器 科 青木　　正 野々村光生
産 婦 人 科 井田　憲司 堀江　克行 山下　　元

大坪　一夫
井上　卓也

眼 科 久山　　元
原山　憲治
松田　敏央
松本　康宏

耳鼻咽喉科 ☆出島　健司 児嶋　久剛
松岡　秀樹
西村　秀夫

国
　
保
　
連
　
合
　
会

専門科 保険医代表 保険者代表 公益代表
内 科 和田　成雄 馬場　満男 ◎依田　純三

岡田　楯彦 岩田　征良 ○木谷　輝夫
鈴鹿　隆之 中埜　幸治 尾崎　信之
坂口　佳司 梶田　芳弘 窪田　小弓
田代　　研 小西　正昭 小川　　直
佐々木善二 春山　春枝 中島　悦郎
小野　晋司 島崎　千尋 中嶋　俊彰
神田益太郎 河野　義雄 金　　達龍

☆松原　欣也 安田健治朗 畑　　雅之
☆澤　　美彦 北村　　誠 藤村　　聡
☆長坂　行雄 勝島　慎二 山下　直己

原　　　洋 西村俊一郎
松本　恒司
小西　哲郎
牧山　　武
関　　　透

精 神 科 中嶋　章作 南部　知幸
小 児 科 川勝　秀一 栗山　政憲

東道伸二郎
外 科 垣田　清人 齋藤　信雄 ○坂部　秀文

武内　俊史 柴垣　一夫 角山　正博
北浦　一弘 土屋　宣之
薄井　裕治 高橋　章之

☆野原　丈裕 山本　栄司
☆田村　耕一 中原　功策

☆前田　武昌
整 形 外 科 藤田　隆生 田中　千晶 内田　寛治

橋本　秀輝 奥田　良樹
☆小室　　元 岩下　靖史

皮 膚 科 松井　美萌 小西　啓介
泌 尿 器 科 飛田　収一 北村　浩二

近藤　守寛
山﨑　　悟

産 婦 人 科 岩破　一博
近藤　英治

眼 科 ☆西嶋　一晃 池部　　均 中路　　裕
☆中島　正之

耳鼻咽喉科 村上　匡孝
中井　　茂

◎基金委員長、国保会長　○基金副委員長、国保副会長　☆新任審査委

員（順不同・敬称略、基金・国保とも歯科審査委員を除く、2013年７月

１日現在）

日　時 ８月31日 （土）
 ①11時～ ②14時30分～ ③18時～
場　所 京都教育文化センターホール
 （左京区聖護院川原町４‒13）
料　金 一般・大学生　前売券1,000円・当日券1,500円
 小・中・高生　800円（当日のみ）
　※制作協力券をお持ちの方は、制作協力券で入場可
主　催 日本の青空Ⅲ上映実行委員会 in 京都
お問い合わせは京都民医連（☎075‒314‒5011）または
京都民医労（☎075‒811‒8345）まで

上映会のご案内「日本の青空」シリーズ第3作

池田博穂監督作品
脚本　ジェームス三木
出演　赤塚真人
　　　高林由紀子ほか

未来への決断！私たちの選択。

渡されたバトン
さよなら原発

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 8 月 5 日第 2 8 6 5 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



　
Ｑ
、
在
宅
で
療
養
を
行
っ
て

い
る
患
者
さ
ん
で
経
口
摂
取
が

で
き
な
い
た
め
栄
養
維
持
の
た

め
に
、
エ
レ
ン
タ
ー
ル
の
経
管

栄
養
を
行
い
、
指
導
管
理
し
て

い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
在
宅
成

分
栄
養
経
管
栄
養
法
指
導
管
理

料
を
算
定
で
き
ま
す
か
。

　
Ａ
、
算
定
で
き
ま
す
。
在
宅

成
分
栄
養
経
管
栄
養
法
指
導
管

理
料
が
算
定
で
き
る
の
は
、
栄

養
素
の
成
分
の
明
ら
か
な
人
工

栄
養
剤
を
用
い
た
場
合
で
あ

り
、
エ
レ
ン
タ
ー
ル
は
そ
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
他
、
エ

レ
ン
タ
ー
ル
Ｐ
、
ツ
イ
ン
ラ
イ

ン
の
計
3
剤
の
み
が
要
件
を
満

た
し
ま
す
。

　
な
お
、
単
な
る
流
動
食
等
を

使
用
し
て
も
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
下

さ
い
。

応
召
義
務
違
反
と
責
め
ら
れ
た
ら

　
2
0
0
4
年
4
月
19
日
午
前

7
時
40
分
こ
ろ
、
Ｘ
は
通
勤
途

上
に
路
上
で
転
倒
し
、
近
く
の

Ｙ
内
科
・
外
科
・
胃
腸
科
医
院

（
9
時
に
診
療
開
始
）
ま
で
歩

い
て
行
き
、
玄
関
先
か
ら
携
帯

電
話
で
診
療
を
求
め
た
。
Ｙ
医

師
の
妻
が
自
宅
兼
用
の
電
話
に

出
た
。
ま
だ
看
護
者
の
出
勤
な

く
、
診
療
器
具
や
レ
ン
ト
ゲ
ン

撮
影
機
の
準
備
も
な
か
っ
た
。

Ｙ
は
、
電
話
で
の
状
況
を
告
げ

ら
れ
、
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
、

階
段
（
3
段
）
下
に
立
つ
患
者

に
、「
今
、
用
意
が
で
き
て
な

い
の
で
、
救
急
病
院
に
行
く
方

が
よ
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う

と
、
Ｘ
は
、「
せ
っ
か
く
こ
こ

ま
で
来
た
の
に
」
と
不
満
げ
な

様
子
を
示
し
た
。「
そ
れ
で
は

お
入
り
く
だ
さ
い
」
と
Ｙ
は

言
っ
た
が
、
Ｘ
は
、「
こ
ん
な

階
段
上
が
れ
な
い
」
と
語
気
鋭

く
言
い
、
Ｙ
は
「
救
急
車
を
呼

び
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
申
し
出

た
が
、
Ｘ
は
激
昂
し
て
「
自
分

で
呼
ぶ
」
と
言
い
放
っ
て
携
帯

電
話
で
救
急
車
を
呼
び
、
Ｙ
は

院
内
に
戻
っ
た
。

　
Ｘ
は
、
7
時
51
分
に
到
着
し

た
救
急
車
で
Ｋ
病
院
に
搬
送
さ

れ
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
さ
れ
、

整
形
外
科
医
の
診
察
が
必
要
と

さ
れ
Ｍ
病
院
に
紹
介
・
受
診
し

た
後
、
21
日
国
立
療
養
所
Ｔ
病

院
を
受
診
し
、
左
足
関
節
骨
折

と
診
断
さ
れ
、
22
日
か
ら
5
月

12
日
ま
で
入
院
し
た
。

　
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
7
月
14
日

付
け
で
、
Ｙ
に
対
し
て
、
再
三

診
療
を
求
め
た
が
診
療
を
拒
絶

さ
れ
、「
診
療
に
従
事
す
る
医

師
は
、
診
察
治
療
の
求
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
正
当
な
事
由
が

な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
」
と
の
医
師
法
第
19

条
1
項
に
違
反
す
る
な
ど
と
主

張
し
、
謝
罪
と
慰
謝
料
50
万
円

を
求
め
て
内
容
証
明
郵
便
を
送

付
し
、
そ
の
後
に
弁
護
士
料
10

万
5
千
円
を
追
加
請
求
し
て
提

訴
し
た
。
な
お
、
Ｋ
病
院
は
1

時
間
以
上
放
置
し
た
う
え
骨
折

を
見
逃
し
た
と
し
て
2
0
0

万
円
を
、
Ｍ
病
院
も
見
逃
し
を

理
由
に
、
損
害
賠
償
が
請
求
さ

れ
た
。

　
裁
判
所
は
、
Ｘ
は
、
Ｙ
か
ら

救
急
病
院
受
診
を
勧
め
ら
れ
、

こ
れ
に
応
じ
て
自
ら
救
急
車
を

呼
び
、
診
療
拒
否
は
認
め
ら
れ

な
い
。
医
師
に
対
す
る
患
者
の

期
待
権
に
つ
い
て
は
、
前
提
と

な
る
診
療
契
約
の
成
立
が
な

く
、
ま
た
、
医
院
は
救
急
告
示

な
く
、
看
板
に
外
科
治
療
す
る

旨
の
掲
載
が
あ
れ
ば
常
時
に
受

療
を
期
待
し
得
る
と
ま
で
は
社

会
通
念
上
い
え
ず
、
事
実
上
の

期
待
で
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利

益
と
ま
で
い
え
な
い
と
し
て
、

請
求
を
棄
却
し
た
（
東
京
地
判

平
17
・
11
・
15
、
Ｌ
Ｌ
Ｉ
／
Ｄ

Ｂ
判
例
秘
書
）。

　「
正
当
な
事
由
」
が
何
か
は
、

具
体
的
な
場
面
で
社
会
通
念
上

健
全
と
認
め
ら
れ
る
道
徳
的
判

断
に
よ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
診

療
報
酬
の
不
払
い
、
診
療
時
間

外
、
特
定
の
場
所
の
勤
務
者
へ

の
診
療
医
で
他
の
医
師
が
近
辺

に
不
在
で
応
急
の
措
置
が
必
要

な
場
合
、
天
候
不
良
な
ど
を
理

由
に
往
診
、
標
榜
外
で
も
緊
急

時
に
応
急
の
措
置
が
必
要
で
患

者
了
承
時
で
は
診
療
を
拒
否
で

き
な
い
（
昭
和
24
年
9
月
10
日

医
発
第
7
5
2
号
）。
医
師
の

不
在
ま
た
は
病
気
等
に
よ
り
事

実
上
診
療
が
不
可
能
な
場
合
に

限
ら
れ
、
軽
度
の
疲
労
程
度
で

は
断
れ
ず
（
昭
和
30
年
8
月
29

日
医
収
第
7
5
5
号
）、
休
日

夜
間
当
番
医
制
な
ど
が
あ
り
住

民
に
周
知
さ
れ
急
患
診
療
の
確

保
が
あ
る
場
合
、
直
ち
に
応
急

の
措
置
が
必
要
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
受
診
を
指
示
し
て
よ
い

（
昭
和
49
年
4
月
16
日
医
発
第

4
1
2
号
）。

　
満
床
で
も
、
一
歳
女
児
に
、

救
急
室
か
外
来
の
ベ
ッ
ド
で
点

滴
等
の
応
急
治
療
し
、
空
床
待

ち
が
で
き
た
と
し
て
、
同
女
児

死
亡
に
2
7
9
0
万
円
の
支
払

い
を
命
じ
た
判
決
が
あ
る
（
千

葉
地
判
昭
61
・
7
・
25
、
判
例

時
報
1
2
2
0
号
1
1
8
頁
）。

　
科
学
的
根
拠
を
で
っ
ち
上
げ
た

誇
大
宣
伝
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
降
圧
薬
バ
ル
サ
ル
タ
ン
（
商
品

名
デ
ィ
オ
バ
ン
）
を
め
ぐ
る
臨
床

研
究
の
不
正
が
、
医
学
界
を
揺
さ

ぶ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
薬
に
は
、
血
圧
を
下
げ
る

だ
け
で
な
く
、
脳
卒
中
や
狭
心
症

を
大
幅
に
減
ら
す
効
果
が
あ
る
、

と
し
た
の
が
慈
恵
医
大
の
論
文
と

京
都
府
立
医
大
の
論
文
だ
っ
た
。

し
か
し
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
デ
ー

タ
操
作
が
あ
っ
た
、
と
調
査
し
た

両
大
学
は
判
断
し
た
。
研
究
の
結

論
は
誤
り
の
可
能
性
が
高
い
。

　
デ
ー
タ
解
析
を
担
当
し
た
の
は

ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
フ
ァ
ー
マ
の
社
員

（
当
時
）
と
み
ら
れ
る
。
論
文
で

は
、
そ
の
身
分
を
隠
し
、
大
阪
市

立
大
非
常
勤
講
師
の
肩
書
で
共
著

者
に
な
っ
て
い
た
。
医
師
に
よ
る

自
主
的
な
臨
床
研
究
に
見
せ
か
け

た
「
利
益
相
反
隠
し
」
で
あ
る
。

府
立
医
大
の
講
座
の
場
合
、
ノ
社

か
ら
1
億
円
以
上
の
奨
学
寄
付
金

が
流
れ
て
い
た
。
こ
の
元
社
員
は

名
古
屋
大
、
滋
賀
医
大
、
千
葉
大

の
バ
ル
サ
ル
タ
ン
関
連
の
論
文
に

も
関
与
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
他
の
降
圧

薬
と
差
別
化
し
て
売
り
込
む
の
に

利
用
さ
れ
た
。
国
内
だ
け
で
年
間

1
0
0
0
億
円
を
超
す
バ
ル
サ

ル
タ
ン
の
売
り
上
げ
が
、
詐
欺
的

な
販
売
促
進
に
よ
っ
て
伸
び
た
と

す
れ
ば
、
医
療
費
が
だ
ま
し
と
ら

れ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
ま
ず
は
真
相
を
徹
底
究
明
し
、

不
正
を
し
た
者
に
法
的
・
社
会
的

制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
肝
心
だ
。

　
元
社
員
は
今
年
5
月
に
ノ
社
を

退
職
し
、
慈
恵
医
大
の
調
査
に
統

計
解
析
へ
の
関
与
を
否
定
。
府
立

医
大
は
聞
き
取
り
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
。
厚
労
相
は
「（
聞
き

取
り
の
た
め
に
）
会
社
に
も
努
力

し
て
も
ら
い
た
い
」
と
発
言
し
た

が
、
あ
ま
り
に
も
生
ぬ
る
い
。

　
薬
事
法
66
条
は
、
医
薬
品
・
医

療
機
器
等
の
効
能
・
効
果
な
ど
に

つ
い
て
「
何
人
も
、
虚
偽
ま
た
は

誇
大
な
記
事
を
広
告
し
、
記
述

し
、
流
布
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

定
め
て
い
る
。
罰
則
も
あ
る
。

　
意
図
的
な
デ
ー
タ
操
作
な
ら
研

究
論
文
で
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る

の
で
は
な
い
か
。
薬
事
法
上
、
厚

労
省
や
都
道
府
県
、
保
健
所
設
置

市
は
必
要
が
あ
れ
ば
、
製
薬
会
社

や
病
院
な
ど
へ
の
立
ち
入
り
検

査
・
報
告
徴
収
、
関
係
者
へ
の
質

問
が
で
き
る
。
こ
の
権
限
を
行
政

が
発
動
す
れ
ば
よ
い
。
刑
事
捜
査

の
対
象
に
も
な
り
う
る
。

　
そ
し
て
ノ
社
に
は
、
誇
大
宣
伝

に
よ
る
売
り
上
げ
を
医
療
保
険
財

政
に
自
主
返
納
さ
せ
る
べ
き
だ
。

　
研
究
不
正
へ
の
抜
本
対
策
も
欠

か
せ
な
い
。
そ
の
際
は
、
利
益
相

反
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
研

究
者
性
悪
説
」
に
立
っ
た
強
力
な

具
体
策
が
必
要
だ
。
企
業
と
の
利

益
相
反
や
癒
着
が
あ
れ
ば
も
ち
ろ

ん
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
研
究
者

は
、
業
績
を
上
げ
た
い
と
い
う
意

識
を
持
ち
、
不
正
の
誘
惑
が
つ
き

ま
と
う
か
ら
だ
。

　
①
科
学
研
究
全
般
を
対
象
に
し

た
研
究
倫
理
の
担
当
機
関
を
新
設

し
、
調
査
権
限
を
与
え
る
②
少
な

く
と
も
臨
床
研
究
に
は
被
験
者
保

護
を
含
む
法
律
を
整
備
す
る
（
現

状
は
厚
労
省
の
倫
理
指
針
し
か
な

い
）
③
企
業
に
よ
る
資
金
提
供
の

届
け
出
・
公
開
制
度
④
研
究
不
正

の
内
部
告
発
者
を
保
護
・
報
奨
す

る
制
度
⑤
不
正
に
よ
る
利
益
の
返

納
を
国
が
企
業
に
求
め
る
裁
判
制

度
―
―
な
ど
を
考
え
よ
う
。

　
医
学
研
究
に
対
す
る
信
頼
の
低

下
は
深
刻
だ
。
こ
の
重
大
問
題
を

解
決
せ
ず
し
て
、
医
薬
産
業
を
日

本
の
成
長
戦
略
の
柱
に
し
よ
う
な

ど
と
言
う
の
は
恥
ず
か
し
い
。

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

研
究
不
正
に
強
力
な
対
策
を

の

29

金
融
共
済
委
員
会

（
7
／
24
）の
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
最
初
に
休
業
補
償
制
度
の
改

定
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
報
告

し
ま
し
た
。
会
員
の
先
生
方
に

は
9
月
末
に
発
送
予
定
の
休
業

補
償
制
度
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
詳

し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
6
件
、
加
入
3
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
3
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

パネル集 戦争と医の倫理
　2007年発行のパネル集「戦争と医学」に新た
な事実を示す資料などを反映。さらに、最近の
ドイツ医学界の動向も紹介し、これからの医の
倫理を考える視点と課題を新たな項目として補
強した、最新版パネル集が発刊されました。
　購入をご希望の場合は協会までご連絡下さい。
価格　2,000円 （税込・送料込）
発行　「戦争と医の倫理」の検証を進める会

　手話による簡単な日常会話や医療機関で役立つ医療に関する手話の取得
をめざして、毎月１回手話サークルを開催しています。初めての方から手
話で簡単な会話ができる人まで幅広く参加者を募集します。医療機関にお
勤めの方はどなたでも参加できます。
内　容 専門の講師がテキストやビデオで指導
日　時 毎月第３金曜日 午後２時～４時
場　所 協会会議室
お申込みは京都府保険医協会事務局まで

手話サークル 「いしづえ」 参加者を募集中

～日本の医学者・医師の 「15年戦争」 への加担と責任～

定員 20人
参加費
　月500円

事務局休務のお知らせ
８月15日（木）～16日（金）
※ 協会事務局は上記の期間、夏季休務とさ
せていただきます。ご了承下さい。

在
宅
成
分
栄
養
経
管
栄
養
法
指
導
管
理
料
に
つ
い
て

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 8 月 5 日 第 2 8 6 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行
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厚
生
労
働
省
が
14
年
度
税
制

改
正
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て

意
見
を
募
集
し
て
い
る
た
め
、

協
会
は
7
月
9
日
付
で
要
望
を

提
出
し
た
。

　
提
出
し
た
要
望
は
、
医
療
へ

の
消
費
税
ゼ
ロ
税
率
適
用
、
特

定
健
診
・
乳
幼
児
健
診
・
予
防

接
種
等
へ
の
消
費
税
非
課
税
措

置
、
社
会
保
険
診
療
に
よ
る
所

得
へ
の
事
業
税
非
課
税
特
例
措

置
継
続
、
租
税
特
別
措
置
法
第

26
条
・
第
67
条
の
当
面
の
存
続

要
求
の
4
点
と
な
る
。

　
特
に
予
防
接
種
や
健
診
事
業

に
つ
い
て
は
、
公
共
性
、
公
益

性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
自

由
診
療
扱
い
に
さ
れ
、
消
費
税

の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
対
し
、
消
費
税
の
非
課
税

措
置
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
消
費
税
負
担
を
な

く
す
こ
と
で
患
者
に
と
っ
て
は

利
用
し
や
す
く
な
り
、
医
療
機

関
に
と
っ
て
は
会
計
的
煩
雑
さ

の
軽
減
、
経
営
の
安
定
に
寄
与

し
や
す
く
な
る
。
結
果
と
し
て

国
の
施
策
で
あ
る
公
衆
衛
生
活

動
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
た
。

税
制
改
正
要
望
を
厚
労
省
に
提
出

ゼ
ロ
税
率
適
用
、健
診
な
ど
の
非
課
税
措
置
も

　
保
団
連
経
営
税
務
部
は
6
月

24
日
、
国
税
庁
に
赴
き
、
改
正

国
税
通
則
法
に
よ
る
税
務
調
査

の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
税
務
行

政
の
改
善
を
求
め
る
4
項
目
に

沿
っ
て
懇
談
し
た
。

　
当
日
は
保
団
連
か
ら
住
江
会

長
お
よ
び
保
団
連
・
協
会
事
務

局
ら
10
人
、
国
税
庁
か
ら
は
官

房
総
務
課
調
室
課
長
補
佐
の
番

匠
勇
氏
ら
2
人
が
対
応
し
た
。

京
都
か
ら
も
事
務
局
が
参
加
し

た
。

　
冒
頭
、
住
江
会
長
は
所
得
再

分
配
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ

る
中
で
、
税
務
行
政
に
は
重
要

な
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。
民
主

的
な
税
務
行
政
の
執
行
の
た
め

に
、
忌
憚
な
く
意
見
交
換
し
た

い
と
挨
拶
し
た
。

　
懇
談
は
、
事
前
通
知
、
帳
簿

書
類
の
提
示
・
提
出
・
留
置

き
、
カ
ル
テ
の
閲
覧
な
ど
を
中

心
に
行
っ
た
。

　
事
前
通
知
は
法
律
改
正
に
よ

り
、
必
ず
納
税
者
に
11
項
目
に

つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
が
、
通
知
方
法
は

規
定
し
て
い
な
い
た
め
、
従
来

通
り
電
話
で
実
施
す
る
と
回
答

し
た
。
こ
れ
に
対
し
保
団
連

は
、
書
面
通
知
し
た
上
で
電
話

通
知
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
帳
簿
書
類
の
持
ち
帰
り
（
留

置
き
）
に
つ
い
て
は
拒
否
し
て

も
罰
則
規
定
は
な
い
と
回
答
。

ま
た
、
調
査
過
程
で
新
た
に
作

成
し
た
帳
簿
書
類
等
の
コ
ピ
ー

は
、
税
務
当
局
に
所
有
権
が
移

転
す
る
た
め
、
返
還
し
な
い
。

た
だ
し
、
納
税
者
が
コ
ピ
ー
提

出
時
に
返
還
を
求
め
れ
ば
、
返

還
す
る
と
回
答
し
た
。

　
カ
ル
テ
開
示
に
つ
い
て
は
、

必
要
が
あ
る
場
合
は
開
示
を
求

め
る
と
し
つ
つ
も
、
医
師
等
の

守
秘
義
務
に
十
分
配
慮
す
る
よ

う
注
意
喚
起
し
て
い
る
と
し
た
。

保
団
連
が
国
税
庁
交
渉

京
都
実
地
医
家
の
会

第
1
0
1
回
例
会

　
日
　
時　
9
月
7
日（
土
）午

後
3
時
20
分
〜
6
時

　
場
　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
F
「
ロ
ー
ズ
」

　
特
別
講
演
1「
実
地
医
家
に

2014年度

お
け
る
新
規
経
口
抗
凝
固
薬
の

使
い
方
の
コ
ツ
―
プ
ラ
ザ
キ
サ

使
用
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い

て
」静
田
聡
氏（
京
都
大
学
医
学

部
附
属
病
院　
循
環
器
内
科
）

　
特
別
講
演
2「
2
型
糖
尿
病

に
お
け
る
イ
ン
ス
リ
ン
療
法
〜

D
P
P
‐
4
阻
害
剤
と
の
併

用
を
踏
ま
え
て
〜
」土
居
健
太

郎
氏（
洛
和
会
音
羽
病
院　
内

分
泌
糖
尿
病
内
科
部
長
）

　
共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会（
☎
連
絡
先
：
0
7
5
･
9

5
1
･
1
5
0
8　

鈴
木
医

院
）、
日
本
ベ
ー
リ
ン
ガ
ー
イ

ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
株
式
会
社
、
日

本
イ
ー
ラ
イ
リ
リ
ー
株
式
会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

費
1
0
0
0
円
（
当
会
入
会
金

1
0
0
0
円
、年
会
費
不
要
）。

会
終
了
後
に
意
見
交
換
の
場
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

事
前
通
知
や
書
類
の
留
置
な
ど
を
中
心
に

　
有
働
薫
さ
ん
と
知
り
合
い
に

な
っ
た
の
は
何
時
の
頃
だ
っ
た

ろ
う
か
。
古
い
「
詩
学
」
誌
が

み
つ
か
ら
な
い
の
が
残
念
だ

が
、
有
働
さ
ん
が
詩
学
研
究
会

の
選
者
に
な
ら
れ
て
か
ら
に
間

違
い
な
い
。
前
に
も
記
し
た

が
、
詩
学
研
究
会
は
詩
壇
の
登

竜
門
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

特
に
田
舎
住
ま
い
の
者
に
と
っ

て
は
現
代
詩
界
に
入
る
チ
ャ
ン

ス
は
、
こ
の
研
究
会
で
毎
年
1

回
の
詩
学
新
人
発
表
以
外
に
な

か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
と
思

う
。
ぼ
く
は
能
登
秀
夫
の
同
人

誌
に
属
し
つ
つ
詩
学
投
稿
欄
に

作
品
を
送
り
続
け
て
い
た
。
昭

和
31
年
3
月
、
ユ
リ
イ
カ
か
ら

詩
集
「
死
」
を
発
刊
、
お
お
む

ね
こ
の
頃
か
ら
ぼ
く
の
詩
業
の

道
は
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
い

い
。
当
時
「
荒
地
」
の
グ
ル
ー

プ
が
作
品
募
集
を
し
て
い
て
、

ぼ
く
は
発
刊
予
定
の
原
稿
を
そ

の
ま
ま
応
募
し
た
。
同
人
の
何

人
が
読
ん
で
下
さ
っ
た
か
わ
か

ら
な
い
が
も
ち
ろ
ん
、
没
、

だ
っ
た
。
一
度
だ
け
名
前
は
忘

れ
た
が
荒
地
同
人
の
人
が
詩
学

研
究
会
の
選
者
で
あ
っ
た
こ
と

集
を
出
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
古
い
こ

と
で
は
な
い
と
思
う
。
有
働
さ

ん
自
身
も
詩
学
研
究
会
ご
出
身

な
の
で
あ
る
。
平
成
14
年
の
詩

学
新
人
発
表
の
審
査
員
は
、
阿

蘇
豊
、
有
働
薫
、
竹
内
敏
喜
、

徳
弘
康
代
、
そ
れ
に
編
集
部
の

が
あ
る
。
ぼ
く
の
作
品
に
1
点

を
下
さ
っ
た
が
、
記
事
の
な
か

ぼ
く
に
つ
い
て
の
発
言
は
全
く

な
か
っ
た
。
有
働
さ
ん
が
選
者

に
な
ら
れ
た
の
は
い
つ
の
頃
か

わ
か
ら
な
い
。
た
だ
有
働
さ
ん

は
三
十
代
の
半
ば
か
ら
詩
を
書

き
始
め
、
48
歳
の
と
き
第
一
詩

藤
原
憲
二
の
5
氏
で
あ
る
。
平

成
15
年
新
人
発
表
は
9
人
で
あ

る
。
3
人
推
薦
は
1
人
、
2
人

は
3
人
、
残
り
の
5
人
が
1
人

推
薦
で
あ
り
、
ぼ
く
は
有
働
さ

ん
1
人
の
推
薦
で
あ
っ
た
。
当

選
者
に
は
八
つ
の
質
問
が
あ
っ

て
ア
ン
サ
ー
を
求
め
ら
れ
た
。

　
①
自
分
以
外
の
人
の
詩
で
好

き
な
、
あ
る
い
は
大
切
な
一
行

を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

　
②
生
活
の
中
で
「
詩
」
を
感

じ
る
も
の
／
こ
と
ば
が
あ
り
ま

す
か
。
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
／

こ
と
で
す
か
。

　
③
あ
な
た
が
詩
（
の
題
材
）

に
し
た
い
こ
と
は
、
例
え
ば
ど

ん
な
こ
と
で
す
か
。

　
④
あ
な
た
が
詩
（
の
題
材
）

に
し
た
く
な
い
こ
と
は
例
え
ば

ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。

　
⑤
50
年
後
に
、
ふ
と
、
ど
こ

か
の
図
書
館
で
こ
の
雑
誌
の
こ

の
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
人
へ
の
一

言
、
お
願
い
し
ま
す
。

　
⑥
癖
が
あ
り
ま
す
か
。
教
え

て
い
た
だ
け
る
範
囲
で
お
こ
た

え
く
だ
さ
い
。

　
⑦
今
、
こ
の
時
が
夢
だ
と
し

た
ら
、
現
実
の
あ
な
た
は
、
ど

続
　
詩
　
人

谷口　謙（北丹） 　  ＜41＞

◆会員の希望される専門家をご紹介します。
◆随時、必要な時に相談できます。
　ご都合の良い日を各種専門家と日程調整します。
◆相談は無料（ただし、１事案１回限り）
　１事案につき１回の無料相談を超えてのご相談は、
個別相談に移行し有料になります。

各
種
専
門
家
と
の
相
談
体
制
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

い
つ
で
も 

ど
こ
で
も 

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
！

◇お問い合わせは協会事務局まで
　TEL 075-212-8877　FAX 075-212-0707

こ
で
何
を
し
て
い
る
人
（
あ
る

い
は
生
き
物
）
だ
と
思
い
ま
す

か
。

　
⑧
千
年
後
、
あ
な
た
が
住
ん

で
い
る
町
は
ど
う
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
か
。

　
面
白
い
質
問
だ
が
、
ぼ
く
の

ア
ン
サ
ー
は
省
略
す
る
。

　
有
働
さ
ん
と
の
交
遊
は
も
っ

ぱ
ら
電
話
だ
っ
た
。
有
働
さ
ん

と
話
を
し
て
い
る
と
き
、
ぼ
く

は
雑
念
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。
有
働
さ
ん
だ
っ
て
人

間
だ
か
ら
た
ま
に
は
愚
痴
を
こ

ぼ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
あ
あ
、
何
時
に
な
っ
た
ら
名

前
が
通
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す

か
ね
。
い
い
年
を
し
て
無
名
の

ま
ま
で
」。
で
も
有
働
さ
ん
の

人
徳
だ
ろ
う
か
、
有
働
さ
ん
の

周
囲
に
は
沢
山
よ
い
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
あ
れ
だ
け
フ

ラ
ン
ス
文
学
の
教
養
が
お
高
い

の
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
氏
素
性
が

よ
い
。
そ
ん
な
中
9
月
16
日
、

有
働
さ
ん
か
ら
連
絡
が
あ
っ

た
。
第
28
回
資
生
堂
の
「
現
代

詩
花
椿
賞
」
を
受
賞
し
た
と
の

こ
と
。
有
働
さ
ん
、
お
目
出
と

う
。
ぼ
く
も
人
生
の
終
わ
り
に

近
く
、
ぼ
く
を
詩
界
に
出
し
て

下
さ
る
よ
う
努
力
し
て
下
さ
っ

た
方
が
、
詩
界
の
著
名
な
賞
を

お
取
り
に
な
っ
た
こ
と
、
本
当

に
心
か
ら
嬉
し
い
。
平
成
23
年

9
月
21
日
の
毎
日
新
聞
に
受
賞

の
記
事
が
の
っ
た
。
お
そ
ら
く

全
国
版
へ
の
掲
載
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
「
文
藝
春
秋
」
平
成
22

年
11
月
号
の
随
筆
欄
、
88
頁
に

「『
花
椿
』
と
詩
」
と
題
さ
れ
て

平
田
俊
子
氏
が
有
働
さ
ん
受
賞

の
記
事
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
有
働
さ
ん
、
よ
ろ
し
か
っ

た
で
す
ね
。
そ
し
て
何
と
か
し

て
生
き
て
い
る
間
に
お
会
い
し

た
く
思
っ
て
い
ま
す
。
京
丹
後

の
僻
地
に
住
む
者
か
ら
本
当
に

心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
最
後
に
有
働
薫
、
受
賞
詩
集

「
幻
影
の
足
」
ト
ッ
プ
の
作
品

を
写
し
て
お
き
ま
す
。

　
ま
ぼ
ろ
し

落
ち
て
い
た
埃
を

手
の
ひ
ら
に
拾
う
と

鼠
の
か
た
ち
の
影
に
な
っ
た

夕
闇
の
部
屋
で

こ
の
あ
た
り
で
は

つ
い
ぞ
見
か
け
な
く
な
っ
た

害
獣
を

殺
す
こ
と
に
も
慣
れ
た
と
言
っ

て
い
た

首
都
の
谷
間
に
住
む
妹
の

息
子
に
子
は
生
ま
れ
た
だ
ろ
う

か

　第2868号（ 9月 5日）から、編集の都合により「続々・漂萍の記」を休載させていた
だきます。再開は第2877号（12月 5日）で、その間は野村拓氏による「グローバリゼー
ションと医療」（ 6回連載）を掲載します。

協力専門家一覧
弁　護　士 税　理　士

莇　　立明　弁護士 花山　和士　税理士
江頭　節子　弁護士 外村　弘樹　公認会計士・税理士
松尾　美幸　弁護士 山口　　稔　税理士
赤井　勝治　弁護士 木谷　　昇　税理士
石川　寛俊　弁護士 乗岡　五月　税理士
鵜飼万貴子　弁護士 牧野　伸彦　税理士
小笠原伸児　弁護士 鴨井　勝也　税理士
竹下　義樹　弁護士 廣井　増生　税理士
富永　　愛　弁護士 社会保険労務士
新阜創太郎　弁護士 河原　義徳　特定社労士
西村　幸三　弁護士 本宮　昭久　特定社労士
本田　里美　弁護士 建　築　士
三重　利典　弁護士 坂本　克也　建築士
若松　　豊　弁護士 竹内　秀雄　建築士

ファイナンシャルプランナー
関係生保会社などのFP
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